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資料 1-① 専用住宅に係る補助事業についての意見・要望 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 末尾の（）書きは、当該意見・要望を述べた団体の属性を表す。 

3 「専用住宅」とは、セーフティネット登録住宅のうち、入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を 

必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る住宅を指す。 

4 専用住宅の大家等は、家賃について、国と地方公共団体による家賃低廉化補助（国の補助率 1/2（限度 

額は原則 2 万円/戸・月）、地方公共団体の補助率 1/2）を受けることができる。 

5 専用住宅の大家等は、バリアフリー改修工事費等について、国による改修費補助（国の補助率 1/3）を 

受けることができるが、当該補助を受けるには、専用住宅として管理する期間が 10 年以上であることが 

要件とされている。 

  

 
43 「公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱」（平成 18年 3 月 27 日付け国住備第 132号（令和 6 年 10 月 22

日最終改正）国土交通省住宅局長通知）第 4 第 4 項第 4 号、第 6 号において、以下のような要件が掲げられて

いる。 

四 高齢者世帯を家賃低廉化の対象とする場合、当該住宅の存する地方公共団体の高齢者居住安定確保計画又

は地域住宅計画等において、対象とする高齢者世帯の考え方及び対象世帯数が明示されていること 

六 同一世帯について 3 年を超えて家賃低廉化を行う場合、住宅確保要配慮者居住支援協議会等が 3 年ごとに

当該世帯の家賃低廉化の継続必要性の審査を行うこと 

№ 意見・要望の概要 

1 当居住支援法人が所在する市は、家賃低廉化補助を行っていない。国及び県によ

る補助を望む。（居住支援法人） 

2 家賃低廉化補助のうち公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 43について、実際に市区

町村が活用するには要件（居住支援協議会の設立、高齢者への家賃補助には高齢者

居住安定確保計画の策定等）が厳しいと感じる。要件を緩和してもらえると市区町

村のハードルが下がり、家賃補助対策も促進されると思われる。（県） 

3 改修費補助には、セーフティネット登録住宅のうち専用住宅に登録するための改

修に必要な補助金を受けることができる制度もあるが、専用住宅に改修すると一般

入居者を入居させられなくなるため、改修費補助を受けたところで専用住宅にする

メリットは大家側にない。そのため、当該補助は住宅確保要配慮者の入居先の増加

に寄与していない。（居住支援法人） 

4 改修費補助を受けた場合、10 年間は住宅確保要配慮者以外の一般の者を入居さ

せられないことから、当該補助は大家にメリットがほとんどない。（市） 

5 低額で入居できる賃貸住宅の供給量を増やすことが急務であり、そのために、例

えば賃貸住宅所有者（大家）が利用できる専用住宅の改修費用の補助の増額などの

支援策に取り組んでほしい。（市） 

6 当県においては、セーフティネット登録住宅総数に対し専用住宅として登録され

ている住戸はほとんどなく、国の補助制度はセーフティネット登録住宅のうち専用

住宅を対象としているため活用できない。補助制度を利用できる住宅が増えるよう

専用住宅の要件を見直してほしい。（県） 



 

 

- 75 - 

 

資料 1-② その他のセーフティネット登録住宅についての意見・要望 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 末尾の（）書きは、当該意見・要望を述べた団体の属性を表す。 

3 セーフティネット登録住宅の登録基準については、住宅セーフティネット法第 10 条第 1 項等において 

床面積や構造設備、家賃等が定められているが、登録事務を実施する地方公共団体において、賃貸住宅供 

給促進計画により、基準を厳格化又は緩和することが可能である。 

4 「専用住宅」とは、セーフティネット登録住宅のうち、入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を 

必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る住宅を指す。 

5 「セーフティネット住宅情報提供システム」とは、国土交通省が運用する、セーフティネット住宅専用 

の検索・閲覧・申請ができるホームページである。 

 

  

№ 意見・要望の概要 

1 現状の住宅セーフティネット法の住宅要件では、低家賃であっても耐震基準を満

たしていない住宅は対象外となってしまうので、要件を緩和して低家賃の住宅に入

居しやすい環境を整えてほしい。（市） 

2 セーフティネット登録住宅について、専用住宅が増えるような施策を推進してほ

しい。その際、特定の市区町村に専用住宅が増え、近隣の市区町村から住宅確保要

配慮者が流入すると、専用住宅が立地している市区町村の住宅確保要配慮者が利用

できなくなる懸念があるため、そうした事態が起こらないような仕組みもお願いし

たい。（市） 

3 現状、県のセーフティネット登録住宅の登録基準（補助金が出る基準）は、床面

積が 25 ㎡以上であるが、住宅確保要配慮者は単身であることも多いため、県には基

準の引下げを要望している。数年前から県や国土交通省に要望しているが変わらな

いため、今後も変わることが期待できない。（居住支援法人） 

4 現行制度では、専用住宅に改修する場合に補助金が出されるが、それだけでは大

家のインセンティブにならず専用住宅の増加を推進するのは難しいのではないか。

例えば、財務省や総務省の協力を得て、専用住宅を建てた場合の登録免許税や固定

資産税の減免制度を創設する等の支援措置が必要ではないか。（市） 

5 セーフティネット登録住宅の家賃は高額であることが多く、住宅確保要配慮者が

入居できるような住宅はない。そのため、都道府県や政令市での登録事務は、実質

的に住宅確保要配慮者の居住支援に活用されていない住宅の登録事務を行っている

ことになり、非常に無駄な事務である。（県） 

6 セーフティネット登録住宅は、住宅確保要配慮者にとって賃料が高く、当居住支

援法人でも最初から選択肢に入らないケースがほとんどである。また、家賃債務保

証業者の審査を通過できない住宅確保要配慮者の場合、家賃債務保証が必要な住宅

の大半から入居を断られてしまうことから、親交のある地元の不動産事業者などか

ら入居可能な住宅を探しているというのが実情である。（居住支援法人） 

7 セーフティネット住宅情報提供システムに登録されている住宅は入居済みの割合

が高く、実際に住宅を探す場面では使えない。（市） 

8 セーフティネット住宅情報提供システムに登録されている住宅の多くは、同一不

動産事業者が管理する住宅であり、公平性が確保されていないように感じる。（居

住支援法人） 
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資料 1-③ 居住サポート住宅についての意見・要望 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 末尾の（）書きは、当該意見・要望を述べた団体の属性を表す。 

3 「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等が大家と連携し、「日常の安否確認・見守り」、「生活・ 

心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ」を行う住宅を指す。福祉事務所設置地方公共 

団体の長が、国土交通省令・厚生労働省令に基づき認定する（改正住宅セーフティネット法第 41 条）。 

  

№ 意見・要望の概要 

1 国からは、例えば「居住サポート住宅に関して、構造的な耐震基準等に係る認定

については住宅部局が、認定後の監査については、貧困ビジネスにつながる懸念が

あるため福祉部局が、それぞれ担当することを想定している」等、事務の分担につ

いて一つの目安を示してもらえると、現場が動きやすくなる。（市） 

2 法改正により新たに示された居住サポート住宅関係について、住宅部局として、

具体的に何をすればよいのか分からない。また、見守りなどの福祉的サービス関連

は福祉部局が担当するものと考えているが、当市の福祉部局は、現状、厚生労働省

から本件について具体的なことを示されていないとしている。見守り活動といって

も、高齢者と障害者では対応する部署が異なることなどから、どの事業で取り組む

のか不明であり、両局での役割分担を決めることが難しい。（市） 

3 国においては、居住サポート住宅について、その普及を図るため、最低床面積や

耐震基準といったハード面の認定要件が厳しくなり過ぎないように検討してほし

い。（居住支援法人） 

4 居住サポート住宅を導入しても、県内には日常の安否確認・見守り等を行うとさ

れている居住支援法人が少なく、居住サポート住宅がすぐに増えるとは思えず、制

度として機能しないのではないかと思われる。（市） 
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資料 1-④ 大家に対する支援についての意見・要望 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 末尾の（）書きは、当該意見・要望を述べた団体の属性を表す。 

3 令和 6 年住宅セーフティネット法改正法により、民間賃貸住宅の大家が住宅確保要配慮者の入居に際し 

て抱える不安を解消するため、①居住支援法人が実施する業務に、民間賃貸住宅に入居する住宅確保要配 

慮者が死亡した場合の賃貸借契約解除や残置物処理等の業務の追加（改正住宅セーフティネット法第 62 

条第 5 号）、②緊急連絡先の登録を求めないなどの基準を満たす、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃 

債務保証業者の認定制度の創設（改正住宅セーフティネット法第 72 条第 1 項）等の改正がなされた。 

 

  

 
44   国土交通省及び法務省は、単身の高齢者が死亡した際に賃貸借契約関係及び残置物を円滑に処理できるよ

う、死後事務委任契約等について賃貸人、賃借人、賃借人の受任者の三者間で締結する「残置物の処理等に関

するモデル契約条項」を策定している。 

№ 意見・要望の概要 

1 今後、単身世帯が増加するため「緊急連絡先」の確保が重要になると考えている

ところ、国が緊急連絡先代行の事業者を認定する仕組みを創設するなど、安心して

居住支援を任せられる事業者等を担保してほしい。（市） 

2 生活保護受給者に対しては 3 か月に 1 回、ケースワーカーが訪問する義務がある

が、そうした見守りを行っていても、突然死を防げるわけではない。室内で亡くな

り、原状回復に多くの費用が発生することになっても、生活保護制度では補償でき

ないため、原状回復費用を国から出せるようにすれば良いのではないか。（市） 

3 賃料の未徴収がなくなる仕組みや、原状回復費用を大家が負担せずに済む仕組

み、見守りサービスへの生活保護費支出など、住宅確保要配慮者に住宅を貸し出す

際の大家の心理的、金銭的なハードルが下がるような支援が必要と考える。（市） 

4 セーフティネット登録住宅の登録を増やすため大家に対する支援をしてほしい。

例えば、家賃滞納時の措置や残置物処理について支援が必要である。（市） 

5 単身で死亡した者の遺品整理や家財処分に関する事務（業者に依頼する際の手続

等）、銀行口座の引き落とし等の死後事務に関して、非常に煩雑で運用のハードル

が高いと感じる。また、市民に対しても、市ができる具体的な施策を提示しにく

い。これらについて、法改正や制度的支援により、運用のハードルを下げてほし

い。（市） 

6 入居者の死後処理に困っている。入居者（契約者）と残置物の処理について取り

決めていたとしても、相続人が後から相続権を主張してきた場合、大家は負けてし

まう。三者契約 44等の取組はあるが、処理が煩雑になることや、入居者（契約者）

の費用負担等がある。これらの点を改善してもらえば民間賃貸住宅の大家も住宅確

保要配慮者を受け入れやすくなるのではないか。（市） 

7 不動産事業はビジネスであるため、例えば支援件数に応じた補助金の交付等、住

宅確保要配慮者支援に対するインセンティブを与えることが必要ではないか。

（市） 
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資料 2-① 「住まい支援の連携強化の推進に向けて（依頼）」（令和 2年 12月 25日付け法

務省矯正局更生支援管理官及び保護局更生保護振興課、厚生労働省社会・援護局

地域福祉課生活困窮者自立支援室、総務課、保護課、障害保健福祉部障害福祉課

地域生活支援推進室及び精神・障害保健課、老健局高齢者支援課並びに子ども・

家庭局家庭福祉課並びに国土交通省住宅局住宅総合整備課及び安心居住推進課連

名事務連絡）＜抜粋＞ 

「住まい」は、単にハードとしての「住宅・住居」の役割にとどまらず、国民の健康で

文化的な生活を実現する上で不可欠な基盤です。また、高齢者、低所得者、障害者、子供

を養育している者、刑務所出所者等（保護観察対象者及び更生緊急保護対象者をいう。以

下同じ。）及び外国人並びにコロナ禍で生活に困窮した方など、生活や住宅に配慮を要す

る方々が安心して暮らすことのできる住生活を実現することは、極めて重要な政策課題で

あり、それぞれの分野の課題解決に必要な専門的知識を持った福祉分野、住宅分野及び再

犯防止分野の関係者の連携がより一層求められているところです。 

（略） 

各都道府県、政令市及び中核市におかれては、生活や住宅に配慮を要する方々への住ま

い支援における福祉部局、住宅部局及び再犯防止関係部局の連携を確保した上で、下記の

取組みを強化いただきますようお願いいたします。 

（略） 

4．生活困窮者自立支援制度等における居住支援の強化について 

（略） 

また、生活困窮者及び生活保護受給者の居宅生活移行を支援するため、居住支援法人等

と連携し、転居先となる居宅の確保に関する支援や、各種契約手続き等に関する助言、安

定した居宅生活を継続するための定着支援について、令和 2 年度第 2 次補正予算に引き続

き、令和 3 年度政府予算案においても所要額を計上しておりますので、積極的な活用を 

検討していただきますようお願いいたします。 

なお、生活困窮者自立支援制度における支援会議等への住宅部局の参加や、居住支援協

議会への福祉部局の参加、両会議の一体的開催など、複雑かつ多様な課題を抱える方に対

し効果的な支援が行えるよう、関係部局・団体との連携をお願いいたします。 

（略） 

（注）下線は当省が付した。 

  



 

 

- 79 - 

 

資料 2-② 「生活困窮者自立支援制度と居住支援協議会の連携について（通知）」（平成

27 年 3月 27日付け社援地発 0327第 13号・国住心第 217号厚生労働省社会・援護

局地域福祉課長及び国土交通省住宅局安心居住推進課長連名通知）＜抜粋＞ 

2 自立相談支援事業と居住支援協議会の取組の連携 

自立相談支援事業は、生活に困窮した者を幅広く受け止め、一人ひとりの状況に応じた

支援を提供する包括的な相談窓口である。生活困窮者は複合的な課題を抱えており、とり

わけ住居に関する課題を抱えている場合、居住支援協議会の取組と連携することでより効

果を発揮することが可能である。 

例えば、離職により住居を失った生活困窮者が民間賃貸住宅の確保が困難な場合、賃貸

借契約に当たり保証人を得られない場合などは、居住支援協議会による民間賃貸住宅の情

報提供、家賃債務保証会社を紹介するなど、居住支援協議会の構成員となっている不動産

団体とのネットワークと連携することにより、住宅の確保に向けた支援を受けることが可

能となる。 

また、住宅確保要配慮者が離職により住居を失うおそれがある場合、一般就労の準備が

出来ていない場合、家計再建が必要な場合などは、自立相談支援事業と連携して支援する

ことにより、住宅を含む生活全般の包括的な支援を受けることが可能となる。 

ついては、自立相談支援事業と居住支援協議会の取組が連携し、支援がより効果的なも

のとなるようお願いする。 

なお、とりわけ、住宅に関する支援が含まれている場合、自立相談支援機関による自立

生活のためのプラン作成の際には居住支援協議会も参画することが望ましい。 

（略） 

（注）1 本通知は、平成 30年 10月 1日に第一次改正、平成 31年 3月 29日に第二次改正されており、令和 7年

3 月時点における通知名は「生活困窮者自立支援制度と居住支援協議会等の連携について」である。 

2 下線は当省が付した。 
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資料 2-③ 「生活困窮者自立支援制度と住宅施策等の連携について（通知）」（平成 31 年

3月 29日付け社援地発 0329第 7号・国住備第 492号厚生労働省社会・援護局地域

福祉課長及び国土交通省住宅局住宅総合整備課長連名通知）＜抜粋＞ 

1 生活困窮者自立支援制度主管部局と住宅部局との連携 

法に基づく支援が効果的に行われるためには、生活困窮者を早期に発見することが必要

である。このため、公営住宅の管理等を通して生活困窮者を把握しうる住宅部局と生活困

窮者自立支援制度主管部局が日常的に必要な情報交換等の連携を行うことが重要である。 

例えば、公営住宅の入居者の中には、様々な生活上の事情を抱えており支援が必要な者

も少なくないと考えられることから、支援が必要と思われる者については、適切に自立相

談支援機関につなぎ、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援、就労支援、家計改善支

援を行うことが重要と考えられる。また、公営住宅等に入居を希望している生活困窮者に

ついても同様に、生活困窮者自立支援制度主管部局と住宅部局が十分な連携を図りつつ、

必要な情報提供や助言を行うことが重要である。その際、都道府県が管理する住宅は、生

活困窮者自立支援制度主管部局と事業実施単位が異なることから、特に必要な情報の共有

など十分に連携を図っていただく必要がある。 

（略） 

また、改正法による改正後の法第 9 条の規定において、都道府県等は、関係機関等によ

り構成される会議（支援会議）を組織することができることとされ、その構成員に対する

守秘義務を課すことにより、支援会議において、生活困窮者に対する自立の支援を図るた

めに必要な情報の交換等を行うことが可能となっている。この支援会議の構成員について

は、都道府県等が、地域の実情に応じ、関係機関との調整の上決定していくこととなる

が、生活困窮者の支援に当たって、住宅部局を構成員とすることは効果的であると考えら

れることから、支援会議の枠組みの活用も図られたい。 

（注）1 「法」とは、生活困窮者自立支援法を指す。 

2 「改正法」とは、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法

律を指す。 

3 「都道府県等」とは、福祉事務所設置地方公共団体を指す。 

4 下線は当省が付した。 
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資料 2-④ 「住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について」（令和 3年

3月 25日付け国住備第 639号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知）＜抜粋＞ 

事業主体におかれましては、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、

NPO 法人等と連携して、公営住宅の空き住戸を活用した自立支援を積極的に推進するよう

お願いします。 

 

1．生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用 

公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号。以下「法」という。）第 45 条第 1 項では、事業

主体が必要であると認めたときは、国土交通大臣の承認を得た上で、公営住宅の管理に著

しい支障のない範囲内で、公営住宅を社会福祉事業等に使用させることができることとさ

れています。 

今般、45 条省令が改正され、公営住宅を使用させることができる社会福祉事業等とし

て、「生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）第 3 条第 6 項に規定する生活困

窮者一時生活支援事業（同項第 1 号に掲げる事業に限る。）」（以下、「一時生活支援事

業」という。）が追加されました。これにより、法第 45 条第 1 項に規定する社会福祉法

人等が一時生活支援事業を行う場合であって、「公営住宅法の一部を改正する法律等の運

用について」（平成 8年 8月 30日付住総発 135号。以下、「運用通知」という。）第 6の

1（3）の要件を満たす場合には、公営住宅を使用させることが可能であり、公営住宅を社

会福祉事業等に使用させたときから一月以内に、別記様式又は運用通知別記様式 27 によ

り、地方整備局長等に報告することにより、同条第 1 項に規定する大臣の承認があったも

のとして取り扱います。 

なお、申請者が公営住宅を使用して行おうとする事業が一時生活支援事業に該当するか

否かの判断や公営住宅を使用させる者の選定は、運用通知第 6 の 2 により福祉部局等と緊

密な連携を図りつつ、適切に行うようお願いします。 

 

2．居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用 

1．に掲げる社会福祉事業等以外であっても、事業主体は、公営住宅の本来の入居対象

者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条の規定

に基づく承認を得た上で、当該事業を行う者に公営住宅を使用させることが可能です。 

居住支援法人等と連携した住まいに困窮する者に対する支援を推進する観点から、以下

の要件を満たす場合には、公営住宅を使用させたときから一月以内に、別記様式により地

方整備局長等に事後報告することをもって、同条に規定する承認があったものとして取り

扱います。 

（1）公営住宅を使用して行う事業が、住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の自立

支援を行うものであること。なお、入居する者は、公営住宅の入居者資格のうち、法

第 23 条第 2号に規定する住宅困窮要件を満たすものであること。 

（2）公営住宅を使用する主体が次のいずれかであること。 

イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第

112 号）第 40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人 

ロ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 22条に規定する社会福祉法人 
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ハ 特定非営利活動法（平成 10 年法律第 7 号）に基づき設立された特定非営利活動法

人 

ニ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）

第 4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人 

（3）当該事業が次の要件を満たすものであり、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著し

い支障のない範囲内で行われるものであること。 

イ 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者層への供給に支障が生じないこ

と。 

ロ 事業の円滑な実施が担保されていること。 

（4）使用期間については、原則として一年を超えない期間を設定すること。ただし、地

域の実情、事業主体における公営住宅ストックの状況等を勘案の上、住宅確保要配慮

者に対する支援活動に係る使用期間の更新により継続して使用させる等弾力的に運用

し、適切な期間とするよう配慮するものとする。 

（5）使用料については、近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住宅の入居者に係る家賃と

均衡を失しない範囲で、公営住宅の入居者家賃の決定に準じて適切に設定すること。 

（注）下線は当省が付した。 
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資料 2-⑤ 「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」（平成 16年 3月 31日

付け国住総第 191号（令和 6年 4月 1日最終改正）国土交通省住宅局長通知）＜抜

粋＞ 

第二 公営住宅の目的外使用について 

一 事業主体は、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ

合理的な管理に支障のない範囲内で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30 年法律第 179 号）（以下「補助金適正化法」という。）第 22 条の規定に

基づく承認を得た上で、DV被害者に公営住宅を目的外使用させることが可能であるこ

と。 

この場合においては、事業主体は DV 被害者の居住の安定を図り、その自立を支援

する観点から、可能な範囲で適切な配慮をするものとすること。 

二～四（略） 

五 目的外使用に当たり、前記二の要件を満たす場合には、公営住宅を目的外使用させ

たときから一ヶ月以内に、別記様式 2により地方整備局長等（補助金適正化法第 26条

第 1 項の規定により国土交通大臣の権限を委任された地方整備局長、北海道開発局長

及び沖縄総合事務局長をいう。）に事後報告することをもって、補助金適正化法第 22

条に規定する承認があったものとして取り扱うこと。 

 

 

資料 2-⑥ 「解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について」

（平成 20年 12月 18日付け国住備第 85号国土交通省住宅局長通知）＜抜粋＞ 

第一 公営住宅の目的外使用について 

事業主体は、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合

理的な管理に支障のない範囲内で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30 年法律第 179 号）（以下「補助金適正化法」という。）第 22 条の規定に基づ

く承認を得た上で、離職退去者へ一定期間における一時的な居住の場を確保するため、

当該者に公営住宅を目的外使用させることができる。 

事業主体は、目的外使用させる場合であっても、当該住宅の使用状況を把握すること

等適正かつ合理的な管理を行うよう努めること。 

目的外使用に係る国土交通大臣の承認については以下のように取り扱う。 

一 次に掲げるすべての要件に該当する場合には、公営住宅を離職退去者に目的外使用

させたときから一ヶ月以内に、別記様式により地方整備局長等（補助金適正化法第 26

条第 1 項の規定により国土交通大臣の権限を委任された地方整備局長、北海道開発局

長及び沖縄総合事務局長をいう。）に事後報告することをもって、同法第 22 条に規

定する承認があったものとして取り扱う。 

①～③（略） 

二 一の基準に該当しないものであっても、不安定就労者であることからネットカフェ

など住居以外の場で生活を営んでいる等の特別な事情がある場合においては、地方整

備局長等の承認を得て目的外使用することができる。 
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資料 2-⑦ 個人情報に関する管理・取扱規程＜抜粋＞ 

●●市●●（自立相談支援機関）（以下「当機関」という。）では、当機関における個人

情報保護に関する取組方針及び個人情報の取扱いに関する考え方として、個人情報に関す

る管理・取扱規程を制定し、公表します。 

 

【取組方針】 

当機関は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、相談業務、支援業

務等、当機関が実施する業務を行うにあたっては、当市の個人情報ファイル簿及び関係法

令等に加えて、本規程を遵守し、ご相談者の個人情報の適切な保護と利用に努めます。 

 

【個人情報の取得方法】 

当機関は、ご相談者の個人情報を業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により

取得します。 

 

【利用目的】 

当機関は、ご相談者の個人情報を、当機関の業務遂行ならびに利用目的の達成に必要な範

囲において取り扱うこととし、その範囲を超えて他の目的に利用することはありません。 

◎当機関の業務内容 

◆ 相談支援業務 

◆ プランの策定・評価 

◎利用目的 

◆ 相談支援業務を円滑に行うため 

◆ 自治体に対して事業等利用申込を行うため 

◆ 支援提供、関係機関・者との連絡・調整等、ご相談者の自立支援に資するため 

 

【個人情報の内容】 

当機関で取り扱う個人情報の例は以下のとおりです。 

◆ 氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話番号、家族関係等の基本的情報 

◆ 健康状態、疾病、障害、介護等の健康に関する情報 

◆ 就労・通学・通所状況に関する情報 

◆ 収入、資産、債務等の経済的状況 

◆ 各種制度や支援、サービスの利用状況 

◆ その他、生活歴や過去の経験、抱えている課題等、相談業務において知り得た情

報 

 

【第三者への提供の制限】 

当機関は、ご相談者（又は代理人）の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等

を除き、原則としてご相談者の個人情報を第三者に対して提供することはありません。た

だし、【利用目的】に記載する目的の達成に必要な範囲内において、関係機関・者等との

間でご相談者の個人情報を共同利用する場合には、原則としてご相談者（又は代理人）の

同意を得た上で、ご相談者の個人情報を、別表で例示した関係機関・者等に対して提供す

ることがあります。 
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◎原則として同意を得た上で第三者に提供する場合 

◆ 他機関・者との間で、各種事業や制度等の利用申込やプラン策定に関する調整を

行う場合 

◆ ご相談者が当機関又は他機関・者が実施する支援を受ける場合 

◆ プランが終了した後に関係機関との連携が必要な場合 

◆ 病気・怪我等の際に医療機関につなぐ場合 

 

◎同意を得ずに第三者に提供する場合 

◆ 法令に基づく場合 

◆ 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報

を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の

理由がある場合 

◆ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保

有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定

める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該

個人情報を利用することについて相当の理由がある場合 

 

【安全管理措置】 

当機関は、ご相談者の個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めるととも

に、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施します。また、ご相談

者の個人情報を取扱う従事者について、必要かつ適切な監督を行ってまいります。 

※ 当機関は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、業務の全部又は一部を

委託し、必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。委託に際しては、

委託先の個人情報の取扱いに対する必要かつ適切な監督を行います。 

 

（注）1 上記規程は、福祉事務所設置地方公共団体が自立相談支援事業を民間事業者（社会福祉協議会等）に

委託せず自ら実施する場合の様式例である。 

2 「利用目的は各地方公共団体において特定されるものであり、個人情報ファイル簿等の中で利用目的

の特定を行っている場合もあるため、当該利用目的と齟齬がないよう、適宜調整すること。」等と注記

されており、福祉事務所設置地方公共団体は、上記規程を参考に調整の上、使用することとされている。 
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資料 2-⑧ 自立相談支援事業の手引き＜抜粋＞ 

第 2章 自立相談支援機関の業務と支援のプロセス 

（略） 

3．相談支援プロセスの概要 

（略） 

（3）利用申込（③） 

自立相談支援機関による相談支援を継続的に行うことが適当と判断される場合、別紙の

「自立相談支援機関使用標準様式」（以下「帳票類」という。）の「相談受付・申込票」

により、本人から自立相談支援事業の利用申込を受け付ける。なお、家計改善支援事業を

実施する場合は、アセスメントの段階から当該事業を実施する機関との連携を図ること

が、相談者への適切な支援や負担軽減につながることから「相談受付・申込票」は、家計

改善支援事業への相談申込も兼ねた表記にするとともに本人にもその旨の説明を行う。 

この「相談受付・申込票」は、原則として本人に記載してもらうか、本人が記載できな

い場合や本人が進んで記載しようとしない項目は無理強いせずに、相談支援員が記載を手

伝ったり、聞き取ったりしながら記載を代行することも考えられる。 

「相談受付・申込票」には、利用申込み欄があり、自立相談支援機関と関係機関とで本

人に関する個人情報を共有することに同意することを含め、記名をしていただくことにな

る。 

 

（別紙） 

相談受付・申込票 

受付機関 □自立相談  □家計改善  □町村の一次相談窓口 

ＩＤ  初回相談受付日 西暦 年 月 日 受付者  

■基本情報  

ふりがな  性別 □男性 □女性 □（ ） 

氏名  生年月日 
西暦 年 月 日 

    （ 歳） 

住所 
〒   － 

電話 自宅 （  ）   － 携帯 （  ）  － 

メール  

来談者 
＊ご本人以

外の場合 

氏名  来談者の

ご本人と

の関係 

家族（本人との続柄： ） 

その他（     ） 
電話 （  ）   － 

■ご相談内容 

ご相談されたい内容に○をおつけください。複数ある場合は、一番お困りのことに◎

をおつけください。 

 病気や健康、障害のこと  住まいについて  収入・生活費のこと 
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家賃やローンの支払いの

こと 
 

税金や公共料金等の

支払いについて 
 債務について 

 仕事探し、就職について  
仕事上の不安やトラ

ブル 
 地域との関係について 

 家族との関係について  子育てのこと  介護のこと 

 ひきこもり・不登校  DV・虐待  食べるものがない 

 その他（     ） 

ご相談されたいことや配慮を希望されることを具体的に書いてください。 

 

■相談申込み欄 

○○様 

上記の相談内容等について、自立・家計改善支援の利用を申し込みます。 

また、相談支援にあたり必要となる関係機関（者）と情報共有することに同意しま

す。なお、同意にあたっては、別紙の「個人情報に関する管理・取扱規程」につい

て説明を受けました。 

西暦   年   月   日      本人氏名         

 

 

（注）厚生労働省「自立相談支援事業の手引き」に基づき、当省が作成した。  
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資料 3-① 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正す

る法律等の施行について」（平成 29 年 10 月 25 日付け国住備第 102 号・国住心第

252 号・国住民支第 150号国土交通省住宅局長通知）＜抜粋＞ 

第 5 居住支援法人の指定 

居住支援法人の指定制度の運用に当たっては、以下の事項を踏まえ、住宅部局と福祉部

局との情報共有を図るなど、緊密な連携に努められたい。 

1  居住支援法人の指定に当たっては、申請があった場合には、法第 40 条各号の指定

基準に適合するか否か適正に審査するよう留意されたい。審査に当たっての具体的な

指定基準の考え方については、都道府県において判断することになるが、同号に掲げ

られている指定基準の考え方については、例えば以下のようなものが考えられる。 

①  職員、支援業務の実施の方法その他の支援業務の実施に関する計画が、支援業

務の適確な実施のために適切なものであること 

・ 支援業務の実施のために必要な組織体制、人員体制を確保していること 

・ 特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないものであること 等 

②  支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基

礎を有するものであること 

・ 支援業務を行うに十分な財源を有していること 

・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の実績を有していること 等 

③  役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも

のであること 

・ 職員又は役員が暴力団員等でないこと 

・ 役員のうちに禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して一定年数を経過しない者がいないこと 等 

④   支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援

業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること 

・ 他の業務を実施する組織との間に適切な分離がなされていること 等 

⑤  その他、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること 

・ 定款等において支援業務を実施するために必要な記載がされていること 

・ 支援業務の実施のための意思決定がなされていること 等 

（注）下線は当省が付した。 
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資料 3-② 居住支援法人の問い合わせ先＜抜粋＞ 

 

（指定都道府県欄から業務内容欄まで） 

 

 

（HP欄から【参考】居住支援対象欄まで） 

 

（注）国土交通省ホームページに掲載された資料による。 
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資料 3-③ 調査対象 15県が居住支援法人の指定申請において、申請者に提出を求めている書類のうち、「居住支援法人の業務内容・範囲、活

動実績、得意分野」が記載されていると考えられる書類 

都道

府県 

県が申請者に提出を求めている書類のうち、 

「居住支援法人の業務内容・範囲、活動実績、得意分野」が記載されていると考えられる書類 

1 ・支援業務の実施に関する計画 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

2 ・支援業務の実施に関する計画書（組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

・前事業年度の事業報告書 

・居住支援活動の実績を記載した書類 

3 ・申請書 

・前事業年度の事業報告書 

4 ・申請書 

・法人の組織体制を記載した書面 

・住宅セーフティネット法第 42条に規定する支援業務の活動実績を示す書類 

5 ・申請の日の属する事業年度（以下「申請年度」という。）の前事業年度における事業報告書 

・住宅セーフティネット法第 40条第 1号に規定する支援業務の実施に関する計画書（組織及び運営に関する事項、支援業務の概要

に関する事項を記載したもの） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

・住宅セーフティネット法第 42条各号に掲げる居住支援に資する活動のいずれかの実績を示す書類（過去 5年のうち活動の実績が

ある直近の年度分のみ） 

・法人の組織及び事務分担を記載した書類 

・その他居住支援法人の業務に関し参考となる書類 

6 ・支援業務の実施に関する計画書 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

・申請以前（申請年度以前の過去 5年に限る。）に実施した居住支援活動の実績を記載した書類 
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・居住支援法人の業務に関し参考となる書類（ホームページの写しなど） 

7 ・支援業務実施計画書（組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

8 ・申請書 

・支援業務の実施計画書（組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項） 

・役員の氏名及び略歴を記載した書類（役員のうち、少なくても 1 名は過去 3 年間支援業務に係る実績を有することが確認できる

もの） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

9 ・申請書 

・住宅セーフティネット法第 40条第 1号に規定する支援業務の実施に関する計画として「組織及び運営に関する事項」、「支援業

務の概要に関する事項」を記載した書類 

・居住支援の実績（10件以上）が分かるもの 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

10 ・支援業務の実施に関する計画書 

・現在行っている業務の概要を記載した書類（過去 1年間の実績が確認できるもの） 

11 ・支援業務の実施に関する計画書（従業員数、業務実施体系図、①家賃債務の保証、②円滑な入居促進に関する援助、③生活の安

定及び向上に関する援助に係る実施する支援業務） 

・現に行っている業務の概要（住宅確保要配慮者への居住支援業務、その他の業務） 

12 ・支援業務の実施に関する計画（イ：組織及び運営に関する事項（業務実施体系図、従業員数等）、ロ：支援業務の概要に関する

事項（①家賃債務の保証、②円滑な入居促進に関する援助、③生活の安定及び向上に関する援助に係る業務の内容等）） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

・申請年度の前年度の事業報告、申請年度の事業計画書 

・住宅セーフティネット法第 42条各号に掲げられる支援業務の実績を示す書面（過去 5 年のうち支援業務の実績がある直近の年

度分のみ） 

・法人の組織及び事務分担を記載した書面 

・その他居住支援法人の業務に関し参考となる書類 
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（注）各県のホームページを参照し、当省が作成した。 

 

  

13 ・住宅セーフティネット法第 40 条第 1 項第 1 号に規定する支援業務の実施に関する計画書（ア 組織及び運営に関する事項（職員

数、組織図等）、イ 支援業務の概要に関する事項） 

・申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書 

・申請年度の事業計画書 

・申請年度から起算して過去 5箇年度内に行っている住宅セーフティネット法第 42条各号に規定する居住支援に資する活動の実績

（申請年度から起算して過去 5 箇年度内のうち直近の活動実績の存する年度分のみとする。）を示す書面、居住支援法人の業務

に関し参考となる書面 

14 ・申請書 

・支援業務の実施に関する計画書（組織体制、人員体制、運営、専門技術の確保、支援業務、支援業務以外の業務） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 

・職員の勤務体制及び勤務形態一覧 

15 ・組織及び運営に関する事項を記載した書類 

・実施する支援業務の概要を記載した書類（有償サービスがある場合には、その料金を含む。） 

・現に行っている業務の概要を記載した書類 
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資料 3-④ 調査対象 15県が市区町村に提供等している居住支援法人情報 

都道 

府県 

提供資料 

（① 指定申請書受領時、②居住支援法人指定時、③指定申請書受

領時及び居住支援法人指定時以外） 

資料にある居住支援法人情報の内容 

① ② ③   

1 

○   

（申請者の所在市区町村宛て） 

指定に係る意見聴取文書 

申請年月日、法人の名称、代表者職・氏名、主たる事務所の所在

地、実施する支援業務、支援業務を行おうとする事務所の所在地、

支援業務を開始しようとする年月日 

 ○  

（法人の所在市区町村宛て） 

「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定につい

て」 

（本文）指定された旨 

（別紙）申請年月日、法人の名称、代表者職・氏名、主たる事務所

の所在地、実施する支援業務、支援業務を行おうとする事務所の所

在地、支援業務を開始しようとする年月日、指定年月日、指定番号 

  ○ 

県居住支援協議会の定例会議で出席者に向け提

供する資料（会議資料） 

※なお、様式として決まっているものはない。 

追加指定、若しくは解除した居住支援法人の名称及び指定番号 

 

2    ― ― 

   ― ― 

  ○ 

（全市区町村に提供） 

①居住支援法人紹介パンフレット 

②住宅セーフティネット制度紹介チラシ 

①居住支援法人名、支援エリア、居住支援サービス、所在地、電話

番号、メールアドレス、ホームページ、窓口開設時間・場所、業務

の概要、支援対象者、支援内容 

※居住支援法人の特徴を色付けで明示 

②居住支援法人名、支援エリア、支援対象者、支援内容、電話番

号、窓口開設曜日・時間 

3    ― ― 

 ○  
（県居住支援協議会幹事会（県内市区町村を含

む。）宛て） 

指定日、居住支援法人名、所在地、業務エリア、業務内容、ホーム

ページ、問合せ先 
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「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況に

ついて（通知）」 

   ― ― 

4    ― ― 

   ― ― 

  ○ 

（県居住支援協議会構成員（県内市区町村を含

む。）宛て） 

居住支援ガイドブック 

指定年月、対象エリア、事務所所在地、連絡先、ホームページ、支

援内容（居住支援法人の強み）、支援対象者、支援内容（入居まで

の支援、入居後の支援） 

5    ― ― 

   ― ― 

  ○ 

県居住支援協議会の専門部会研修会で、毎年、

最近指定された居住支援法人を中心に 2 法人程

度の取組を紹介 

（居住支援法人資料により様々） 

 

6    ― ― 

 ○  

（県居住支援協議会（県内市区町村を含む。）

宛て） 

メール、居住支援協議会会員一覧 

新規に指定された居住支援法人の名称 

  ○ 

（全市区町村に提供） 

①県居住支援法人の紹介 

②県居住支援法人の一覧 

 

①居住支援法人名、所在地、電話番号、支援エリア、業務概要、支

援対象 

②指定順、指定年月日、居住支援法人名、所在地、業務エリア、業

務内容、ホームページ、問合せ先、居住支援対象（住宅確保要配慮

者の属性） 

7 

○   

（申請者が業務区域とする旨を申し出た市区町

村宛て） 

居住支援法人の指定に係る活動内容の確認文書 

名称、代表者名、支援業務実施計画書（所在地、業務区域、業務内

容・範囲、事業計画） 
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 ○  

（居住支援法人の業務区域内の市区町村宛て） 

居住支援法人指定通知書 

名称、代表者名、指定年月日・番号、主たる事務所の所在地、支援

業務を行おうとする事務所の所在地、支援業務の対象とする住宅確

保要配慮者の範囲、支援業務を行おうとする区域 

  ○ 

（県居住支援協議会構成員（全市区町村を含

む。）宛て） 

居住支援法人活動概要 

 

指定番号、居住支援法人名、居住支援法人所在地（市区町村）、支

援業務を行う事務所の所在地、電話番号、受付日、時間帯、活動エ

リア、居住支援法人が実施している事業、職員体制等、前事業期間

における居住支援活動費の財源、相談窓口の開設状況（受付方法、

受付日・時間帯、相談窓口の周知方法、対応する職員数、社会福祉

士等の専門職配置の有無）、主な相談依頼の経緯・依頼元、居住支

援活動を行う上での方針、特徴、得意分野等、現在の事業計画、前

事業期間での入居相談の受付件数と入居契約の成約件数、住宅確保

の方法、居住支援活動を行う上で感じるニーズ、課題、成功事例、

今後強化したい取組、現在の事業計画で行おうとしている支援業務

の内容と、前事業期間における活動実績（入居相談の受付件数等） 

8    ― ― 

 ○  

（居住支援法人の業務区域となる市区町村宛

て） 

通知 

居住支援法人の名称、居住支援法人の住所、支援業務を行う事業所

の所在地、支援業務を開始する年月日、実施する支援業務、支援業

務を行う区域、指定年月日、指定番号、指定内容 

   ― ― 

9 

○   

（申請者が活動拠点とする市区町村宛てに、指

定に係る意見照会を実施する際） 

申請時に提出された書類一式 

※申請書類一式の市区町村宛ての送付につい

て、申請者からは口頭で事前に同意を得てい

る。 

事業年度の始期及び終期、法人の住所、名称、代表者の氏名、事業

実施の方針、事業実施の概要、業務エリア、入居前支援事業と入居

後支援事業についての活動予定事業とその対象住宅確保要配慮者の

属性、連携予定先、具体的な支援の内容（入居前、入居後、その他

の事業）、予算（今年度の居住支援事業に係る予算、うち国の補助

金額）、事業に係る収支予算書 
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 ○  

（居住支援法人の業務区域となる市区町村宛

て） 

通知 

居住支援法人の名称及び住所、代表者の氏名、支援業務を行おうと

する事務所の所在地、支援業務を開始しようとする年月日、指定年

月日、指定番号 

   ― ― 

10    ― ― 

 ○  

（居住支援法人の業務区域となる市区町村宛

て） 

指定通知書 

指定番号、居住支援法人名称、主たる事務所の所在地、支援業務を

行う事務所の所在地、支援業務の内容、業務を行う区域、業務の対

象とする住宅確保要配慮者 

   ― ― 

11    ― ― 

 ○  

（県内市区町村宛て） 

当該法人を居住支援法人に指定した旨の情報を

記載した事務連絡 

当該法人を居住支援法人に指定した旨（居住支援法人の名称、指定

年月日） 

   ― ― 

12    ― ― 

   ― ― 

   ― ― 

13    ― ― 

   ― ― 

  ○ 
（県居住支援協議会構成員） 

居住支援法人説明資料 

居住支援法人の取組内容や強み（について居住支援法人が説明） 

14    ― ― 

 ○  

（居住支援法人の業務区域となる市区町村宛

て） 

「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定につい

て（通知）」 

指定番号、居住支援法人の名称、居住支援法人の住所、事務所の所

在地、支援業務内容、業務の開始年月日、業務を行う区域 
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（注）当省の調査結果による。 

 

  

  ○ 

①（県居住支援協議会会員（県内市区町村を含

む。）宛て）「会員の追加について」 

②県居住支援協議会にて居住支援法人から活動

内容、相談事例の説明 

①居住支援法人の名称、居住支援法人の住所、事務所の所在地 支

援業務内容、業務開始年月日 、業務を行う区域  

②活動内容、相談事例等 

15 

○   

（申請者が業務を行うとする市区町村宛て） 

申請者から提出された書類一式 

※申請書類一式の市区町村宛ての送付につい

て、申請者からは口頭で事前に同意を得てい

る。 

申請書類一式にある情報（支援業務の概要、支援対象とする住宅確

保要配慮者、支援業務を行う曜日、時間帯等） 

 

   ― ― 

  ○ 
県居住支援協議会、研修会、勉強会等における

県の説明資料、居住支援法人の説明資料 

各会合における県や居住支援法人の資料、説明内容により異なる。 

 

計 4 9 9  
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資料 3-⑤ 都道府県が行う居住支援法人の指定事務に関する県の意見・要望 

（注）当省の調査結果による。 

 

資料 3-⑥ 都道府県が行う居住支援法人の指定事務に関する居住支援法人の意見・要望 

（注）当省の調査結果による。 

 

  

№ 意見・要望の概要 

1 国には、居住支援法人の指定に必要な申請書及び添付書類に関して、居住支援法人

に作成義務がない書類について代替書類での提出を認めるなどの取扱いを検討してほ

しい。以前、申請を検討している法人から、添付書類として住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則により指定されている「申請年度の前

事業年度における財産目録」を作成していないため代替書類による申請を認めてほし

いと問合せがあったことがある。当県から国土交通省に対して、この点の照会をした

ところ、飽くまで同令で義務付けられた添付書類であるとして代替書類による申請は

認められず、当該法人は申請に至らなかった。県としては、居住支援に取り組みたい

と考える法人に対して門戸を広くしたい。国は、居住支援法人に作成義務がない書類

を申請書類として指定する場合は、代替書類の提出を認めるなどの取扱いを検討して

ほしい。 

2 令和 6 年住宅セーフティネット法改正法の施行後は、居住支援法人の指定や指導等

に当たって、どのような福祉的要素を勘案すべきであるのか、また、それに関する審

査基準について、国から提示してほしい。 

№ 意見・要望の概要 

1 複数の都道府県の区域で支援業務を行う場合、それぞれの都道府県に申請すること

になるが、都道府県における審査の際、同一法人で別の都道府県における支援実績が

ある場合、当該実績も支援実績として認める運用となるようにしてほしい。 

2 居住支援法人の中には支援方法が適切ではないと疑われる居住支援法人もあるた

め、都道府県による居住支援法人指定の基準を厳格化してほしい。 

3 居住支援の内容には幅があるからこそ、居住支援法人ごとに業務内容の多様性があ

り、得意とする支援対象者に違いがあるなど、それぞれ異なる支援の強みを発揮する

ことができている。居住支援法人指定の基準を厳格化することは、居住支援の範囲を

狭め柔軟性を損なう懸念がある。 
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資料 3-⑦ 居住支援協議会等活動支援事業（居住支援法人向け）の概要① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）国土交通省の資料による。 
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資料 3-⑧ 居住支援協議会等活動支援事業（居住支援法人向け）の概要② 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）国土交通省の資料による。 
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資料 3-⑨ 令和 6年度 居住支援協議会等活動支援事業 住宅確保要配慮者居住支援法人が

行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業 応募要領

（居住支援法人向け）＜抜粋＞ 

 
（注）1 国土交通省の資料による。 

2 赤枠は当省が付した。 

 

 

 




